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市場開設に体制整備図る  1・・■   

▼、 

て‡＼・、＼、ご辞量  
排出権取引については日本政府、地方自治  

体なども取り組みを始めています。自本はす  

でに、京都議定書を批准していますが、国内  

体制は法的にもゼジネス環境面でも必ずしも  

整っていません。そこで、議定書発効をにら  

みつつ、政府も本格的に体制整備に取り組み  

出したものです。  

の  官民連携  

の枠組み  
荷主企業・個人  

累積経営を  
アピール  

交通エコロジー  
モビリティ財団  

〈審査〉  
・現地審査と認   
証合否の判定  

〈運営〉  
・認証基準の見   
直し  

・運輸会社への   
支援策  

極鮎、南柏  
り訃下、▲ナ積極的に取，り組みをみせているのが  

環境省と経済産業省です畠 

環境省は今年、イ温暖化効果ガス排出権取  

引に関する企業実務研究会」を発足させま⊥  

たム，：・5月25E】に研究会に参加する約30社．・団  

体を募集したところ、「34の工場、・事業所の  

参加申し込みがあった」とのことで、い予想以  

上の盛況でした。ノ6月1日に初会合を持ち、  

以偉、毎月のように会合を重ね、今年から来  

年初めにかけて取引の実験を行います。  

実験は「目標に対するCO2の削減量をクレ  

ジットとして取引する」というもので、お金  

のやり．阜りをするゎけで蛛みり孝幸ん0・対象  

1▲ は国内取引ですが、嘩林事業によって生じた  
CO2の削減は対象外です。環境省らしく「利  

益を上げるだめ、の実験ではなく、温暖化ガス  

の排出量を画商すろための基礎的なデータの  
■  

収菓を自二的としている」：と－のことです0 

土方∴経済産業省が考えているのは丁二感  

化尿素排出嘩取引倒原」、の準備です？これも 

クレジット取引の実験を行います。これは「国  

二酸化炭素排出量  
削減実績の報告  

認証に必要な経費の割引・奨励金の支給  

内で削減した分の温暖化ガスをクレジットと  

して登録してもらい、それを模擬市場で取引  

しよう」というものです。6月に申し込みを  

受け付けたところ、126社から応募があった  

とのことです。   

京都議定書の発効前に民間企業はすでに走  

り出しているので、「そのインフラ整備にな  

れば」というのが同省の考えです。   

ただ、クレジットの金額は決めません。あ  

くまで「システム的にうまく機能するかどう  

か」を確かめるのが目的だからです。もちろ  

ん、排出権取引市場ができればクレジットに  

値段がついて取引されることになりますが、  

「それはこの実験とは関係ない」としています。   

この検討会には一般企業だけでなく、日本  

経団連、電気事業連合会などの団体も参加し  
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の移転など、国内での環境整備が遅れてい．る  

感藩馳待機妄臓掛違纏  
しい」．と判断したこ＿とによ、る，もわです。～その  

後、知事が代わったので、動向が注目されま  

す。・、、；i：一 二・ト1い1‘ ．モこ‡′㌔■上ニ ミl∴ン・∴一  
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また、国土交通省はトラックの排出ガスに  

よる大気汚染を防止するため◆に二∴運輸会社を  

対象に陀Q2酎滅認定制度」．・轟10河．隠針設し  

ましぬ占た走の環境基準を満たミじ禿企業ノに「ダ  

・りたこ閉経営」▲、の認証資落え・、ノーCO≧の削減量に  

応世心認証企業に奨励金を支給斬る方向を椀  

討貼でu、ます占‘i排阻権取引が始まれぼ運輸会  

社夢参Åを支援するこむも考ぇで折ると‘し好  

一齢ます占巨【：・il†ノ‥、lノ！T一六：さ㌢ニl二 ノ   

問題l▼海外との！引  

．；：今後の政府のスケジュールは未定ですが、  

京都議定書が発効すれば2008年にも取引が行  

われる可能性が高いだけに、それを見据えた  

市場整備など体制整備を段階的に進めるもの  

とみられます。   

ただ、これで排出権取引の環境整備が完全  

にできるかは疑問です。というのも、両省と  

も国内取引を対象としていますが、実際に排  

出権取引が活発に行われるようになると、削  

減余地が少ない日本が海外から購入するとい  

う形が主流になる可能性があるからです。  

例えば、電機業界ではCO2を1トン削減す  

るのに7万円程度かかるといわれています。  

一方、海外から購入すれば、現在では1トン  

数千円です。このギャップがある限り、国内  

取引だけでは問題は解決しません。   

また、政府内の体制にも問題があります。  

環境省は「温暖化ガスの削減のための方法」、  

経済産業省は「取引システムの確立」をねら   

うとしており、研究の目的は異なっています。   

しかし、温暖化ガス削減に2つの機関が並立   

して動いているのは効率が悪いとの見方もあ   

ります。所管官庁などに遠慮し「片方にしか  
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地方公共団体も動き出しました。その1つ、  

埼壷県は今年2月「2004年度に排出権取引市  

場の開設を月ヰ旨す」と■して．「グリーントレー  

ド制」を打ち出しました云 これは企業が県な  

どが進める森林整備事業で費用を負担した場  

合、CO2の削減を免除するグリーン証書を発  

行するというもめ増す云丁東泉都なども凧じよ 

ぅな制度を検討しています∴・ニト 

葦 参加しない」というところも出ています0  

； EUが一丸となって体制を整えている現在、  

… 政府も、一元化への努力が求められるのでは  

ないでしょうか。  
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